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　伊都土地区画整理事業地内の住宅開発に伴う人口増により，事業地を通学区域とする

玄洋小学校の児童数が大幅に増加し，31学級以上の過大規模の状況が長期に見込まれる。

　このため，学校規模の適正化を図る必要があり，平成29年４月の新設小学校開校に向

け，通学区域を設定したため報告するもの。

１　通学区域の設定内容

（１）伊都土地区画整理事業地内新設小学校（仮称）（以下「新設小学校」という。）

　　の通学区域は，次の区域をもって設定する。

  　イ  周船寺小学校の通学区域のうち，北原一丁目，徳永北，女原北，大字女原，

　　　大字徳永（ただし，大字徳永の660番，1149番，1150番，1167番，1168番の区域

　　　を除く。）

（２）新設小学校の通学区域は，元岡中学校区とする。

２　設定の考え方

＜小学校区＞

　玄洋小学校の過大規模化（31学級以上）及び周船寺小学校の遠距離通学の解消を図り，

新設小学校が適正規模（12～24学級）となるよう設定するとともに，境界が明確なもの

となるよう，平成25年10月に施行された新しい町界町名で区切ることとする。

＜中学校区＞

　新設小学校の通学区域の範囲は，現在の玄洋中学校区と元岡中学校区にまたがること

になることから，進学先を１つとする。新設小学校の通学区域を玄洋中学校とした場合，

玄洋中学校が過大規模校になることから，新設小学校の通学区域は，元岡中学校区とす

る。

３　実施時期

（１）小学校区については，新設小学校開校時の平成29年４月１日から実施する。

（２）中学校区については，新設小学校の児童が卒業し，中学校へ進学する平成30年４

　　月１日から実施する。ただし，それまでに玄洋中学校に在校する生徒については，

　　卒業まで，玄洋中学校を指定する。また，元岡中学校への指定学校変更も可能とす

　　る。

　　は，玄洋中学校への指定学校変更ができるものとする。

４　今後のスケジュール

平成27年８月～
  28年12月

新設小学校校舎建設

平成29年４月 新設小学校開校

伊都土地区画整理事業地内新設小学校（仮称）の通学区域について

時期 内容

平成28年12月 福岡市立小学校設置条例の一部を改正する条例案提出

平成26年６月～ 開校準備（校名，教育理念，通学路　など）

  　ア  玄洋小学校の通学区域のうち，西都一丁目，西都二丁目

（３）平成30年４月１日以降，弟妹の中学校進学時で兄姉が玄洋中学校に在校する場合
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  　＜参考１＞　通学区域設定後の学級数・児童生徒数推計（特別支援学級を除く。）

【小学校】

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

学級数 18 21 23

児童数 539 633 719

学級数 27 28 29 31 24 25 23

児童数 841 899 940 1,029 752 766 769

学級数 25 24 25 27 22 21 21

児童数 782 801 816 839 674 663 670

【中学校】

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

学級数 21 21 22 23 23 23 22

生徒数 729 751 781 801 813 817 810

学級数 20 21 23 24 25 25 26

生徒数 718 763 825 839 857 877 927

  　＜参考２＞　新設小学校の通学区域図

玄洋中学校

元岡中学校

新設小学校

玄洋小学校

周船寺小学校
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福岡市総合図書館新ビジョン（素案）

・ 映像資料の公開機能の充実

・ 公文書資料の有効活用

・ 福岡の歴史に関わる

古文書資料・郷土資料の後世への伝承

・ 市民に認知される福岡市文学館の環境整備

★ 図書館サービスを向上していくため，指定管理者制度などの民間活力の導入を含めた運営方法について検討

★ 財産の有効活用を図り，駐車場の有料化や広告料収入などにより自主財源を確保

★ 職員の専門知識や技術の向上を目指す研修体制の確立

★ 子どもから高齢者まで分かりやすく，使いやすいホームページの充実

・ 潤いややすらぎの場として施設空間の有効活用

・ 来館困難者に対応したサービス拠点の検討

・ 働く世代などに対応した開館時間延長の検討

・ 誰もが利用できるよう，市の関連施設への団体貸出

総合図書館は，利用者の多様化・高度化するニーズに対応できる資料・情報を提供する生涯学習施設として，また，内部空間だけで

なく外部空間も含めて，快適な空間を最大限に活用することにより，これまで図書館を利用したことのない人や観光客などが集う場を

創出し，多くの市民がくつろぎ，楽しさを共有できる新たな情報・交流の拠点となる図書館を目指す

市民が求める様々な情報を集約し，提供す

る情報拠点の機能を強化する。そこから新た

な交流の輪が広がるように，図書館の内部

空間，外部空間を活用して，くつろぎの快適

空間を創出

多様化・高度化する市民ニーズや地域の課

題に取り組む市民の自主的な活動，日常の

生活や仕事上で直面する課題の解決や調査

研究に応えるため，市民の手助けをする図書

館を目指す

子どもが本に親しみ読書をする習慣が身に

付くよう，年齢に合わせた図書，絵本などの

収集・貸出や，おはなし会などのイベントを

実施するとともに，学校と連携して学校図書

館への支援を行う図書館を目指す

アジア映画を中心とした映像資料を広く市民

に公開するとともに，郷土福岡の歴史・文化

に関わる貴重な資料を保存し後世に伝える

図書館を目指す

４つの図書館像の実現を支える

効率的で効果的な図書館運営を目指す

基本理念 市民がくつろぎ，本や人と楽しくふれあえる，新たな学び・情報・交流の拠点となる図書館

・ 学校図書館支援センター（仮称）の設置

・ 地域の読書普及を担う読書ボランティアの養成

・ 市施設でのアジア映画上映の検討

・ アジア映画のポスター展や講演会の実施

・ 電子メールでのレファレンスサービスの実施

・ 市施設図書室との連携による行政支援

・ タブレット等が利用できる無線ＬＡＮの設置

・ デジタル化資料の閲覧などへの対応

総合図書館の

特色を生かした

図書館

子どもと本をつないで

豊かな心を育む

図書館

図書館像実現のための基本方針 新たな取り組み４つの図書館像

・ 「福岡市子ども読書活動推進計画」の推進

・ 学校図書館との連携

・ 魅力ある図書館づくり

・ 誰もが利用できる図書館サービス

・ 資料・情報の幅広い収集・保存

・ レファレンスサービスの充実・強化

・ ネットワーク機能の充実

・ 情報化の進展に対応したサービスの向上

さまざまな情報を

求める市民に

応える図書館

誰もが楽しめる

魅力ある図書館
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